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１　計画の目的
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　　今日の大量生産・大量消費・大量廃棄型の利便性を過度に優先した社会経済活動は、化石燃料等の大量消費による地球温暖化（※）を引き起こし、将来の世代を取り巻く環境にまで大きな影響を与えるとともに、人類そのものの生存基盤を脅かす状況となっている。

　　こうしたなか、平成９年（1997年）12月京都で開催されたＣＯＰ３（気候変動枠組条約第三回締約国会議）（※）において国ごとの温室効果ガス排出削減目標が決定され、これを達成するため我が国では平成10年（1998年）10月に地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法」という。）が成立した。法では、国とすべての地方公共団体は、政府が定める基本方針（平成11年（1999年）４月閣議決定）に沿って、温室効果ガスの排出抑制等のための措置に関する実行計画を策定し、これを公表するとともに、その実施の状況を公表しなければならないとされている。
　　本計画は、法第21条に基づき、南陽市内の事業所の１つでもある市役所（以下「市」という。）の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等の措置により、地球温暖化対策の推進を図るとともに、地球環境保全への地域からの取組に関する市の事業者としての実行計画として策定するものである。

２　計画の期間

　　本計画の期間は、平成19年（2007年）度から平成23年（2011年）度までの５年間とし、計画期間中においても、その間の取り組みの状況や社会情勢の動向を踏まえ、必要に応じて随時見直しを行うものとする。

　　なお、本計画で掲げる各目標の基準年は、平成18年度とする。

３　計画の対象範囲

　　本計画は、市の事務及び事業（市が直接実施するもの）全般を対象とするが、当分の間は次の３施設を対象とし、随時見直しを行うものとする。

　　　

　　　対象：本 庁 舎（各課、教育委員会、行政委員会事務局）

　　　　　　水道庁舎

　　　　　　消防庁舎

　　　

　　　

（※）用語解説参考
４　対象とする温室効果ガス

　　
本計画で対象とする温室効果ガスは、法第２条第３項で定める次の①～④の４種類を対象とする。
	温室効果ガス名
	記号
	排出源等

	①二酸化炭素（※）
	ＣＯ２
	電気、ガス等の使用のほか、廃棄物の焼却、化石燃料の燃焼に伴い排出されます。

	②メタン（※）
	ＣＨ４
	自動車の走行や廃棄物の埋立てから排出されます。

	③一酸化ニ窒素（※）
	Ｎ２Ｏ
	燃料の燃焼に伴い排出されます。

	④ハイドロフルオロカーボン（１３種類）（※）
	ＨＦＣ
	ＨＦＣは代替フロンの一種で、主に冷媒として使用され、冷蔵庫、エアコン、カーエアコン、消火器等の使用、スプレーなどの充填剤廃棄時の漏洩事故等に伴い発生されます。


　この他、⑤パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）（※）⑥六フッ化硫黄（※）もあるが、市の事務事業では、発生しないため対象外とする。

１　温室効果ガスの排出量に関する削減目標

　　市役所における温室効果ガスの総排出量の削減目標を次のように定めます。

削　減　目　標

	総排出量の

削減目標

（kg－CO２/年）
	平成１６年度

（参　考）
	平成１８年度

（基準年）
	平成２３年度

（目標年）
	削減目標

	
	７１６，７４４
	６２５，２１８
	５８７，７０５
	６％


基準年から目標年まで毎年概ね１．０％の削減を目安とする。
２　分野別の削減目標数値
　　　　　　　　（　）内の数字は温室効果ガス二酸化炭素換算値（kg－CO２）を示す

	区　　　分
	項　　　目
	平成16年度
	平成18年度
	平成23年度
	削減目標

	(1) エネルギー

使用量
	①電気
	998,088（kwh）

（553,938.8）
	859,644（kwh）
（477,102.4）
	808,065.4（kwh）

（448,476.3）
	6％削減

	
	②液化石油ガス
（LPG）
	49.2（kg）

（147.6）
	73.6（kg）
(220.8)
	69.2（kg）

　　 （207.6）
	6％削減

	
	③ガソリン
	39,257.4（L）

（91,077.2）
	34,357.8（L）
（79,710.1）
	32,296.3（L）

（74,927.4）
	6％削減

	
	④その他燃料
	灯油
	10,452（L）

（26,025.5）
	9,245（L）
(23,020.1)
	8,690.3（L）

（21,638.8）
	6％削減

	
	
	軽油
	13,312.1（L）

（34,877.7）
	15,479.9（L）
(40,557.3)
	14,551.1（L）

（38,123.9）
	6％削減

	
	
	Ａ重油
	3,940（L）

（10,677.4）
	1,700（L）
(4,607)
	1,598（L）

（4,330.6）
	6％削減

	(2)水道使用量
	4,079（ｍ３）
	4,271（ｍ３）
	4,015（ｍ３）
	6％削減
	
	―kg
	（L）

	(3)用紙類の使用

　 量
	①紙類の使用量
	2,133,000（枚）
	2,224,500（枚）
	2,091,030（枚）
	6％削減
	

	
	②再生紙の導入率
	特殊用途を除き概ね100%とする。

	(4)公用車の走行距離

（公用車一台あたり平均走行距離）
	492,025（km）

（7,236m/台・年）
	449,897（km）
（6,427m/台・年）
	平成18年度を超えないレベルを維持する

	(5)廃棄物の減量
	排出量
	19.82（t）
	53.03（t）
	49.85（t）
	6％削減


注：職　員　数　285 人（平成18年4月1日）（本庁・水道・消防）

　　公用車台数　 70台（平成18年度末現在）


　
地球温暖化対策に向け、本計画で取り組む項目は以下のとおりとする。

　　
　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　








　
１　庁舎、施設における省エネルギーの推進


(1)　電気使用量の削減
（職員）

　①　昼休みなどにおいて業務に支障のない範囲で、事務所等の不要な照明を消灯する。
　②　更衣室、会議室、倉庫等の不要な照明を消灯する。
　③　時間外勤務等で、不要な事務所部分の照明を消灯する。
4 エレベーターの利用は荷物の運搬時を除き、極力控え階段を利用する。

5 廊下等の照明は支障のない範囲で間引き消灯する。

6 ＯＡ機器をはじめ、電力を消費する機器の使用にあたっては機能に支障を生じないかぎり、こまめに電源を切る。（コピー機、プリンタ、パソコン、電気ポットなど）
7 節電機能のある機器を使用する際には、省エネ設定を行う。
8 特に夏・冬期間は冷暖房機に頼りすぎないように服装を工夫する。（COOLBIZ、WARMBIZ（※）に倣って、夏涼しく、冬暖かいエコスタイルに心がける。）
（所属、庁舎管理等）

①　冷暖房時、温度管理を徹底する。（冷房時28℃、暖房時20℃に設定）

　②　空調効果を高めるためブラインド等を活用する。（退庁時は閉める）
3 ＯＡ機器や電化製品等の購入時は、省エネタイプの機器を選択する。
4 照明器具は、インバーター蛍光灯等の省エネルギー型のものを選択し、白熱電球は電球型蛍光ランプに更新する。
　⑤　庁舎等の屋外照明は、支障のない範囲で消灯するなどライトダウンに努める。
⑥　人感センサー、自動照度調節、インバーター制御機器等の省エネ型照明機器の導入を検討し推進する。

7  時間外のエレベーターの運行台数を可能な限り規制する。

　
(2)　ガス・その他燃料の使用量の削減

（職員）

1 湯沸器等の種火は、使用時以外は消す。
(3)　ノーマイカーデー、ノー残業デーの実施

　（職員）

①　毎月２１日（土・日曜日、祝祭日の場合は繰上げ）をノーマイカーデー、ノー残業デーとし、市民バス・フラワー長井線の利用、職員間・家族間での自家用車の相乗りを実施。また、勤務先から自宅までの間２㎞以内の職員は徒歩、自転車等を利用し、自家用車の利用を１／３に減らす。
２　水道使用量の削減


　（職員）
1 洗面所での必要のない水の流し放しはやめる。
2 洗車時には、バケツの使用、ホースの手元制御弁などにより節水する。

3 トイレでの２度流しを控える。（流水音発生装置の利用）

4 湯呑み等の洗浄は、洗い桶等でまとめて洗うなど、効率的に利用する。

（所属、庁舎管理等）
1 水圧の調整や節水コマ（※）の取付など節水を図る。※１分間に約６㍑の節水が可能となる。
2 定期的な漏水調査を実施する。
　３　用紙類の使用量の削減


　（職員）
①　文書、資料等を簡素化し、作成部数を最小限にし、可能な限り、両面コピー・印刷に心がける。20部を超える場合は印刷機を利用する。

2 ミスコピーしないよう留意するとともに、コピー後はオールクルア（ＡＣ）キーまたはリセットキーを押し、ミスコピーを防止する。ミスコピー紙の裏面の利用を図る。
3 ファイリングフォルダーの再利用を図る。
4 ＦＡＸ送信票は、極力省略する。

5 会議、研修会時の封筒配布は極力省略する。

6 市役所から郵送する文書で職員（家族を含む）宛のものは、郵送を控え、逓送もしくは手渡しとし、郵便料の節約に努める。

　
（所属、庁舎管理等）

1 研修会、会議の開催はパソコン機器を使用したプレゼンテーション形式を採用するなど、文書、資料の共有化に努める。
2 庁内ネットワーク（※）等の活用によるペーパーレス化を推進する。

3 各種広報用印刷物の種類・数量等を十分に検討し、印刷物の総量削減に努める。

４　公用車の燃料使用量の削減及び効率的利用の推進


(1)　公用車等の効率的利用

　（職員）

1 タイヤの空気圧の点検等、適切な車両整備を行う。

2 不必要なアイドリング（※）や急発進、急加速、空ブカシ等をしない。

3 相乗りなどにより、公用車利用の効率化を図る。

（所属、庁舎管理等）

1 公用車の使用実態を把握し、台数の適正化に努める。

(2)　低燃費・低公害車の導入

　(所属、庁舎管理等)
　①　公用車の購入時は、低燃費・低公害車（※）を導入する。

５　温室効果ガスの排出量の少ない製品の導入


(1)　再生紙の導入
　（職員・所属、庁舎管理等）

　①　再生紙（※）を利用した事務用紙を使用する。

　　　（古紙配合率70％以上、白色度70%以下　フルカラーのみ白色度80％）

　②　再生紙を使用したトイレットペーパーを使用する。

(2)　環境にやさしい事務用品の導入

　（職員・所属、庁舎管理等）
　①　エコマーク（※）、グリーンマーク（※）などの表示がある環境にやさしい製品を優先的に導入する。

　②　物品等の購入・使用は環境にやさしい製品や使用後にリサイクルしやすいものを選択するように努める。
　③　過剰包装した製品や使い捨て製品の発注を控え、詰め替えやリサイクルが可能なものを優先的に購入する。
　④　用紙の再生利用を妨げないよう、報告書等の印刷物の表紙などに原則としてフィルム加工を行わない。また、表面塗装（コーティング）の割合の少ない用紙を選択し、白紙と色紙の併用を控える。

(3)　エネルギー消費効率の高いＯＡ機器の導入

　（職員・所属、庁舎管理等）
　①　ＯＡ機器や電化製品の購入時は、省エネタイプの機種を選択する。
６　廃棄物の減量とリサイクルの推進


(1)　廃棄物の減量

　（職員）
　①　添付書類の削減に努める。

　②　シュレッダーは極力使用せず、機密文書の廃棄に限定する。

　③　紙パックや紙コップ、割り箸等の使い捨て製品の利用を控える。（マイ箸持参の推進）
　④　５Ｒに努める。（リユース：再利用、リデュース：発生抑制、リサイクル：再

生利用、リフューズ：断る、リペア：修理する）
　　⑤　生ごみの水きりを徹底する。
　　⑥　個人で持ち込んだ飲食物等のごみは個人の責任で自宅等へ持ち帰る。

　　⑦　会議、研修会等でペットボトルを始めとしたお茶等を配布した場合は出席者に持ち帰るよう指導する。
　　（所属、庁舎管理等）
①　事務用機器は、可能な限り修理を行うなど長期使用に努める。

(2)　リサイクル

　（職員）

1 分別の仕方を十分理解し、分別の徹底を図る。
2 リサイクル可能な文書等は市の委託業者に排出し、ごみ売却代金の還元に努める。
3 使用済み封筒を再利用する。

4 使用済みのポスターやカレンダー等を活用する。（名刺づくりなど）
（所属、庁舎管理等）
1 トナーカートリッジ（※）等の使用済容器類は、再利用や再生利用を促進するため、納入業者に引き取るよう要請する。
2 事務用品などのカタログや電話帳は納入業者に引き取るよう要請する。

3 生ごみなどの食品残渣のリサイクル、堆肥化に努める。

７　施設の建設・維持管理等にあたっての環境への配慮


　(1)　温室効果ガスの排出量の低減に資する素材の選択

　　（所属、庁舎管理等）

1 二重窓（※）、複層ガラス（※）、断熱材等を使用し、建築物の断熱性の向上を図る。

2 建設材料は、再生材料（※）またはリサイクル可能なものを積極的に活用する。

(2)　温室効果ガスの排出の少ない空調設備の導入

　（所属、庁舎管理等）

1 空調設備の導入にあたっては、省エネタイプの機種を検討する。
2 建築物の規模、用途に合わせて、エネルギー使用の合理化が図れる設備の導入を図る。

　(3)　自然エネルギー等の有効利用

　　（所属、庁舎管理等）

　　①　施設等の建設にあたっては、太陽光等の自然エネルギーの有効利用を検討する。

　(4)　水の有効利用
　　（所属、庁舎管理等）

1 雨水貯留タンク等の雨水利用施設を、施設の規模、用途等に応じて検討し、有効に活用する。（庭木の散水など）
(5) 周辺や屋上の緑化等
（所属、庁舎管理等）

1 庁舎等には十分な植栽を行い、緑化に努める。

2 植栽にあたっては、大気浄化能力の高い樹種（※）を検討する。

3 剪定枝や落葉の堆肥化をすすめ、敷地内の緑地の維持管理などに優先的に使用する。
　(6)　その他
（所属、庁舎管理等）

1 自動車、冷蔵庫、エアコン並びに施設の大型空調設備、冷凍設備の修理・廃棄・

廃車にあたっては、冷媒（※）等の回収や適正処理が行われるよう配慮する。
　

８　職員に対する啓発


1 本計画の趣旨の徹底を図るため、環境研修等の機会を設ける。

2 本計画の実施状況に関する情報を提供する。
3 本計画への取り組みへの職員の積極的な参加を奨励する。

１　推進・点検体制


　本計画では、計画の目標達成状況を毎年度把握・評価し、継続的改善に向け効果的に推進するため環境マネージメントシステム（ＥＭＳ）（※）の手法を取り入れるとともに、推進・点検体制を以下の組織で実施し、全庁的な取組の徹底を図る。

（１）南陽市地球温暖化対策委員会
　　○　副市長（委員長）、市民課長・総務課長（副委員長）、各課の長（委員）から構成
（２）南陽市地球温暖化対策推進員（各課推進員）
　　○　各課に置き、ごみ減量推進プロジェクトチーム委員が兼ねる。
（３）事務局

　　○　市民課に置く

　　　　　　　　　　　　　　推進・点検体制構成図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｅｔｃ


　２　実施状況の点検の方法


　本計画は、「１　推進・点検体制」によりＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action）のサイクルにより推進する。
　　　　　　　ＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action）のサイクル

　本実行計画　

　　（Ｐlan）
　　　　　　　　　　　　　　
(1)　取り組みの実施

　　（Ｄo）

　　地球温暖化対策推進員

(2)　実施状況の把握

　 　点検・評価
　（Ｃheck）

地球温暖化対策委員
(1) 見直し

行動目標の設定

（Ａction）

地球温暖化対策委員会　　　　　　　実施状況等の公表


地球温暖化対策の
　　継続的改善


　　　　　　　　　　見直し　　　　　　　　　　　　　　　実行計画

　　　　　　　　　　　行動目標の設定　　　　　　　　　　　（Plan）

　　　　　　　　　　　（Action）


　　　　　　　　　実施状態の把握                         取組の実施実行

　　　　　　　　　点検・評価　　　　　　　　　　　　　　（Do）

　　　　　　　　（Check）

３　職員に対する研修等


　　取り組みを全庁的に徹底するため、職員に対する情報の提供、研修等を実施するとともに、職員一人ひとりの取組を促進する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資　　　　料
　　　　  １  温室効果ガスの排出量の把握・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　 ２　南陽市地球温暖化対策委員会設置規程・・・・・・・・・・

　　　　　　　　 ３　用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　　 ４　地球温暖化対策の推進に関する法律より抜粋・・・・・・・

１　温室効果ガスの排出量の把握　　　　　　　　　　　　　　　　　

　１．温室効果ガスの算出方法

　１）活動の区分　　　　活動量　　　２）排出係数
３）活動の区分ごとの排出量　　　４）地球温暖化係数　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　温室効果ガス排出量
　　温室効果ガスの総排出量は、次の計算式により算出します。

（各温室効果ガスの排出量）＝∑{（活動の区分ごとの排出量）}

　　　　　　　　　　　　　　　（活動の区分について和をとります。）

（温室効果ガスの総排出量）＝Σ{（各温室効果ガスの排出量）×（地球温暖化係数）}
　　　　　　　　　　　　　　　（温室効果ガスの種類について和をとります。）

（上記についての説明）

１）活動の区分

　　活動の区分については、施行令第３条第１項の各号にそれぞれ定められています。これらの区分は、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の「温室効果ガスの排出・吸収目録作成のためのガイドライン」（１９９６）に示されている活動の区分をもとに、我が国の排出実態を踏まえて定められている。
２）排出係数

　　活動量1単位あたりの当該温室効果ガス排出量をさします。排出係数は施行令第３条第1項の規定に基づき、毎年度、別に政令で定めることとされており、当該年度の温室効果ガスの排出の実態に関するデータ等をもとに、当該年度の次年度以降に定めることが予定されています。
　　

３）活動の区分ごとの排出量

　　たとえば、都市ガスや自動車燃料（ガソリン等）は、その燃焼により、直接二酸化炭素（ＣＯ2）を空気中に放出させ、電気の使用は直接温室効果ガスを排出させるものではありませんが、発電段階において化石燃料が使われ、二酸化炭素等が排出されるので、間接的に市の事務事業の執行が温室効果ガスの排出をもたらしています。
このような活動の１単位（自動車１ｋｍの走行、都市ガス１ｍ3の燃焼等）あたり排出される各温室効果ガスの量（kg）がわかっていれば、活動量に、排出係数を乗じて、当該温室効果ガスの排出量を求めることができます。
例）自動車の走行に伴うメタンの1年間の排出量
＝[自動車の１kmの走行に伴い排出されるメタンの量（排出係数）]

×[1年間の自動車の走行距離（単位：km）]

４）地球温暖化係数

　　[活動量×排出係数]により、温室効果ガスの種類および活動の種類ごとに温室効果ガス排出量を計算しますが、それぞれの温室効果ガスごとに、地球温暖化に寄与する度合いが異なるため、これを合計しただけでは、全体としての温室効果ガス排出量は求められません。
　　このため、二酸化炭素（ＣＯ２）の温暖化寄与度を１とした場合、同量の他の温室効果ガスの温暖化寄与度がその何倍かを示す値を地球温暖化係数とし、全体としての温室効果ガス排出量は、温室効果ガスの種類ごとの排出量にその温室効果ガスの地球温暖化係数を乗じて得た値（＝各温室効果ガスの二酸化炭素換算排出量）を合計して、二酸化炭素換算温室効果ガス総排出量を算出します。
　　地球温暖化係数は、施行令第４条に定められており、今回対象となる温室効果ガスの地球温暖化係数は下記に示します。

	温室効果ガスの種類と地球温暖化係数

	二酸化炭素
	1

	メタン
	21

	一酸化二窒素
	310

	ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ（HFC）13種類

	
	HFC-23
	11,700
	HFC-143ａ
	3,800

	
	HFC-32
	650
	HFC-152ａ
	140

	
	HFC-41
	150
	HFC-227eａ
	2,900

	
	HFC-125
	2,800
	HFC-236fa
	6,300

	
	HFC-134
	1,000
	HFC-245ca
	560

	
	HFC-143ａ
	1,300
	HFC-43-10mee
	1,300

	
	HFC-143
	300
	


２．温室効果ガス排出量の計算例

　　電気・燃料・ガス

　　例）18年度電気の使用による市の温室効果ガス排出量
　　　　＝［18年度年間電気使用量×電気の使用に係る二酸化炭素排出係数］

　　　　＝859,644（kWh）×0.555（kg－CO2/kwh）＝477,102.4（kg－CO２）

　　　※　一般電気事業者から供給される電気の排出係数は0.555（kg－CO2/kwh）です。

　　　　
　○　その他主な燃料などの二酸化炭素排出係数（平成18年3月24日現在）

	燃　　　料
	単位
	排出係数

	ガソリン
	kg－CO２/L
	２．３２

	灯油
	kg－CO２/L
	２．４９

	軽油
	kg－CO２/L
	２．６２

	Ａ重油
	kg－CO２/L
	２．７１

	液化石油ガス（LPG）
	kg－CO２/ kg
	３．００

	電気（一般電気事業者）
	kg－CO２/ kwh
	  ０．５５５


２　南陽市地球温暖化対策委員会規程　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南陽市訓令第　６　号
（設置）

第１条　本市の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画（以下「実行計画」という。）を策定し、及び総合的な推進を図るため、南陽市地球温暖化対策委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）

第２条　委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
　(1)　実行計画の策定、推進状況の点検、評価、公表、見直しに関すること。

　(2)　その他実行計画の推進に関し必要な事項
（組織）

第３条　委員会の委員は、副市長及び別表に掲げる職員をもって組織する。
２　委員会に、委員長及び副委員長を置く。
３　委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
４　副委員長は、市民課長及び総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
（会議）

第４条　委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
２　委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
３　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

４　委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、資料提供又は意見を聴くことができる。

（部会）

第５条　委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

２　部会は、部会長及び部会員で組織する。

３　部会長は副委員長のうちから、部会員は委員のうちから、それぞれ委員長が指名する。

４　部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。

（地球温暖化対策推進員）

第７条　委員会の所掌事務の具体的事項の推進を図るため、地球温暖化対策推進員（以下「推進員」という。）を置く。
２　推進員は、ごみ減量推進プロジェクトチーム委員をもって充てる。
３　推進員の会議は、必要に応じて副委員長が招集し、その議長となる。
（庶務）

第８条　委員会の庶務は、市民課において処理する。
（委任）

第９条　この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

　　　附　則

１　この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。
附　則

１　この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。

別　　表
総務課長　企画財政課長　税務課長　用地課長　福祉課長　保健課長　市民課長　
商工観光課長　農林課長　建設課長　下水道課長　水道課長　会計課長　消防長　
議会事務局長　学校教育課長　社会教育課長

選挙管理委員会事務局長　監査委員事務局長　農業委員会事務局長

３　用語解説　

アイドリング
　機械、特に自動車のエンジンを空転させること。

一酸化二窒素（Ｎ2０）
　無色の気体で、地球の温暖化の原因となる温室効果ガスのひとつである。土中の有機物
や窒素肥料による分解、物の燃焼などが発生原因であるといわれている。亜酸化窒素とも
いう。市の事業では、自動車の走行及びその他燃料の燃焼により発生する。

ウォームビズ（ＷＡＲＭ　ＢＩＺ）
　“寒いときは着る、過度に暖房機器に頼らない”という原点に立ち返り、暖房に頼り過
ぎず、働きやすく暖かく格好良い新しいビジネススタイルのこと。（暖房時のオフィスの室
温を20度にし、ハイソックス、アンダーウエア、カーディガンなどを着用して体感温度
を上げるように心がける。）

エコマーク
　環境を汚さない製品に推奨マークをつける制度で、平成元年２月から始まった。フロン
を使わないスプレー、再生紙を使ったノート、太陽熱温水器、布製おむつを使うなど、廃
棄したりしても環境汚染が少ないか、使用することによって環境が改善される商品に使用
が認められる。このマークがつけられた商品「エコマーク商品」という。

ＣＯＰ３［気候変動枠組条約第３回締約国会議］
　大気中の二酸化炭素など温室効果ガスの濃度を安定化させることを目的とする気候変
動枠組条約（気候変動に関する国際連合枠組条約）に基づき、地球温暖化対策を進めるた
め、この条約を結んでいる国々が集まり具体的な対策を協議している。1997年（平成9年）
12月１日から10日まで京都で第３回締約国会議（地球温暖化防止京都会議）が開催され、
2008年から2012年までに、日本、ＥＵ（ヨーロッパ連合）など先進国（39カ国）全体で
二酸化炭素、メタンなど6種類の温室効果ガスの総排出量（二酸化炭素換算）を1990年に
比べ5％削減する京都議定書が採択された。

クールビズ（ＣＯＯＬ　ＢＩＺ）

　環境省が提唱する、夏のビジネス用軽装の愛称。職場の冷房を 28 度に保った状態で、

涼しく格好良く働けるよう、ノーネクタイ・ノー上着に限らず、素材からデザイン、コー
ディネートまで様々な服装の提案がなされており、この他、ミントやラベンダーなどの“香
り”を活用するなどの提案もなされている。
グリーンマーク
　古紙の再生利用を進めることにより森林資源を生かし緑を守るため（財）古紙再生促進
センターが認定した商品につけるマーク。

環境マネージメントシステム
　組織が自ら環境方針を設定し、計画を立案し、それを実施・運用し、点検・是正措置を
行い、見直すという一連の行為により、環境負荷低減を継続的に実施できる仕組みをいう。
国際標準化機構（ＩＳＯ）では、平成８年９月に環境マネージメントシステムに関する規
格を発行している。

再生紙
　新聞紙、雑誌などを回収してときほぐし、再び漉き直した紙。
節水こま
　水道の蛇口に取り付けて水量を制限する器具。蛇口を半開きにした状態で水量を約半
分に押さえる節水効果が得られる。
(建築材料の）再生材料
建物の新築や土木工事の際に出るコンクリートがらや木くずを資源として再利用できる　
ように加工したもの。木くずは、建築物として利用されるほか、解繊してボードなどにし
たりチップとしてパルプ原料や燃料として再利用される。コンクリートがらは付着モルタ
ルと砂を分離するなど加工され、再生骨材などとして再利用される。
大気浄化能力の高い樹種
大気汚染の原因となっているガスを吸収する働きが強いとされている植物。常緑樹と落
葉樹で次のようなものがある。
	
	常　　緑　　樹
	落　　葉　　樹

	ガス吸収率高
	マルバユーカリ、オオムラサキ、ニシキギ、ヤマモモ
	キリ、ケヤキ、シンジュ、コウゾ、センダン、エノキ、オニグルミ、キササゲ、テウチグルミ、ムクゲ、ツルウメモドキ、クヌギ、カキノキ、モモ、ミズナラ、トサミズキ、ヤマハギ、シダレザクラ、ナンキンハゼ、オオヤマザクラ、ユリノキ、ニワトコ、エゴノキ、レンギョウ、ニセアカシア、シラカバ、アメリカマンサク、シデコブシ、ミズキ、ハナズオウ、マユミ、イチョウ、サルスベリ、キブシ、ハルニレ、ヤブウツギ、アオギリ


　
地球温暖化

　二酸化炭素、メタンなどの温室効果ガス濃度の上昇や二酸化炭素の吸収源である森林の
減少などにより、地球規模で大気温度が上昇すること。温暖化により海面の上昇や異常気
象による農業生産や生態系への影響が懸念されている。防止にあたっては温室効果ガスの
削減や森林の保全が必要であり、特にエネルギー消費に伴う二酸化炭素の排出制御が最大
の課題となっている。
庁内ネットワーク
　庁内のハードウェアを相互に相互に接続するための通信網
低公害車
自動車排出ガスがない又はその量が相当程度少ない自動車をいう。具体的には、電気自
動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリツト自動車をいう。

トナーカートリッジ
印字などに用いるトナー（フェノール樹脂などを着色してつくる粉末）を封入した容器
のこと。コピー機やレーザープリンタなどに用いられている。
二酸化炭素
温室効果ガスの中で最も温暖化への影響が大きいガス。産業、運輸、エネルギー転換部
門（発電所など）における石炭、石油等の燃焼に伴って排出される。

二重窓
外戸と内戸で二重にした窓。防寒・保温・防音等の目的で設けられる。
ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）
代替フロンの一種であり、温室効果ガスのひとつである。主な排出源は、スプレー製品
の噴出剤として出されるもの、化学物質を製造する際の副産物として出されるもの、カーエアコンや冷蔵庫の冷媒、クッション芯材として用いられ、廃棄の際に出されるものなどである。

パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）
代替フロンの一種で、主に冷媒として使用されていますが、平成11年５月以降ＰＦＣ

を封入している製品は、市販されていない。
複層ガラス

複数枚のガラスを組み合わせ、隙間に空気層をつくることによって断熱効果をもたらせ
たもの。断熱性は単板ガラスの２倍とされており、家庭内の省エネルギー効果を倍増させるとともに、気密性。遮音性の向上にも役立つ。ただし、単板ガラスに比べコスト高という欠点がある。

メタン（ＣＨ４）

温室効果ガスのひとつ。主な発生源は、稲作、家畜の腸内発酵などの農業部門や、廃棄
物の埋立地などがある。市の事業では、自動車の走行およびその他燃料の燃焼により発生する。

冷　　媒

　圧縮→冷却・液化→膨張→吸熱・気化の過程を繰り返す冷凍サイクルの媒体。フロン１１、１２、２２などは、金属腐食がなく、便利なので冷房、冷蔵庫用に多く用いられている。
六ふっ化硫黄（ＳＦ６）
ＳＦ６は主に変圧器等に絶縁ガスとして使用され、電気機械器具の使用、廃棄等に伴い

排出されます。

４　地球温暖化対策の推進に関する法律より抜粋　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成10年10月9日法律第117号）

（目的）

第1条　この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候変動に関す
る国際連合枠組条約及び気候変動に関する国際連合枠組条約第三回締約国会議の経過を踏まえ、気候
系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安
定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、すべての者が自主的にかつ積極的にこ
の課題に取り組むことが重要せあることにかんがみ、地球温暖化対策に関し、国、地方公共団体、事
業者及び国民の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策に関する基本方針を定めること等によ
り、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の寄与するとと
もに人類の福祉に貢献することを目的とする。
（定義）

第2条　この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温

　室効果ガスの濃度を増加させるとこにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇す

　る現象をいう。

２　この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに動植物による二酸化

炭素の吸収作用の保全及び強化（以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。） その他の国際的に
協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。

３　この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。

　一　二酸化炭素

　二　メタン

　三　一酸化二窒素

　四　ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの

　五　パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの

　六　六ふっ化硫黄

４　この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中
に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱（燃料又は電気を熱源

とするものに限る。）を使用することをいう。
５　この法律において「温室効果ガスの総排出量」とは、温室効果ガスたる物質ごとに政令で定める方

　法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数（温室効果ガスたる物質ごとに地

　球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認めら

れた知見に基づき政令で定める係数をいう。）を乗じて得た量の合計量をいう。

（地方公共団体の責務）

第4条　地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための
　施策を推進するものとする。
２　地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずると

ともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るた

め、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。

（地方公共団体の事務及び事業に関する実行計画等）
第21条　都道府県及び市町村は、基本方針に即して、当該地道府県及び市町村の事務及び事業に関し、

　温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画（以下この条において「実行計画」という。）

　を策定するものとする。

２　都道府県及び市町村は、実行計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

３　都道府県及び市町村は、実行計画に基づく措置の実施の状況（温室効果ガスの総排出量を含む。）を公表しなければならない。







Ⅰ　基本的事項





Ⅱ　目　標

















職　　　　　　員





Ⅲ　取　組





５　温室効果ガスの排出量の少ない製品の導入





１　庁舎、施設における省エネルギーの推進





２　水道使用量の削減





３　用紙類の使用量の削減





７　施設の建設・維持管理等にあたっての環境への配慮





４　公用車の燃料使用量の削減及び効率的利用の推進





８　職員に対する啓発





６　廃棄物の減量とリサイクルの推進





取り組みの項目





Ⅳ　推進と点検・評価





南陽市地球温暖化対策委員会





事務局





○○課


地球温暖化対策推進員


職員





○○課


地球温暖化対策推進員


職員





○○課


地球温暖化対策推進員　　　　　　


職員





地球温暖化効果ガス排出削減目標


目標達成のための取り組み内容





各課において取り組みを実施する。


推進員が、課内における取り組みを推進し、年２回


その取り組み状況を事務局に報告する。





○　事務局は年２回、実施状況の結果をとりまとめる。


○　地球温暖化対策委員は実施状況の結果を点検・評価する。





○　点検・評価を踏まえ、取組の継続的改善や目標等の見直しを行い、目標達成に向けて必要な対策を指示する。
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